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議案第 ７号

「工事の請負契約の締結について」の一部変更について

 市議会令和５年第４回定例会において議決を経た「工事の請負契

約の締結について」（議案第４号）の一部を次のとおり変更する。

  令和 ７年１１月２８日提出

柏市長   太 田 和 美

提案理由

 柏市清掃工場基幹的設備改良工事の請負契約の契約金額を増額し

たいので提案する。  
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 市議会令和５年第４回定例会において議決を経た「工事の請負契

約の締結について」（議案第４号）の一部を次のとおり変更する。

 契約金額の項中「１４，０８０，０００，０００円」を「１５，

００７，３９４，６００円」に改める。  
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議案第７号資料

「工事の請負契約の締結について」の一部変更（柏市清

掃工場基幹的設備改良工事）関係  

契約の経過

１ 変更契約

(1) 見積書の徴取 令和 ７年１０月２４日

(2) 仮契約 令和 ７年１０月３０日

２ 変更の理由

契約の相手方から，賃金水準又は物価水準の変動により契約金

額が著しく不適当になったとして，本件工事に係る建設工事請負

契約第２６条第６項（インフレスライド条項）の規定に基づく契

約金額の変更の請求があったもの  
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                       議案第  ８号   

 

 

   指定管理者の指定について  

 

 

 柏市文化・交流複合施設（柏市国際交流センター）の管理を行わ

せる指定管理者を次のとおり指定する。  

 

 

  令和  ７年１１月２８日提出  

 

 

柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 柏市文化・交流複合施設（柏市国際交流センター）の管理を指定

管理者に行わせたいので提案する。  
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１  指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称  

  柏市文化・交流複合施設（柏市国際交流センター）  

２  指定管理者となる団体  

  柏市柏一丁目７番１－３０１号  

  ＤａｙＯｎｅタワー３階柏市文化・交流複合施設内  

  特定非営利活動法人柏市国際交流協会  

   理事   佐  藤  ルミ子  

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  
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議案第８号資料  

   指定管理者の指定（柏市文化・交流複合施設（柏市国際  

   交流センター））関係  

 

選定の経過  

 

１  募集要項配布期間     令和  ７年  ７月  １日から  

  令和  ７年  ７月１６日まで  

２  申請書受付期間      令和  ７年  ８月１４日から  

  令和  ７年  ８月２８日まで  

３  選定委員会（書類審査）  令和  ７年１０月１６日  

       （面接審査）  令和  ７年１０月１６日  

４  選定の結果  

団体名 

書類審査及び面接

審査 

（５００点満点） 

結果 

特定非営利活動法人柏市国際

交流協会 

３５１点 候補者として選定 

５  指定管理料（指定の期間中の総額）  

  候補者の提案額  ６８，３０３，０００円  

  （市の予定額   ６９，０００，０００円）  

６  選定の結果の通知     令和  ７年１０月２９日  
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                       議案第  ９号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 

 

 柏市文化・交流複合施設（柏市民交流センター及び柏市民ギャラ

リー）の管理を行わせる指定管理者を次のとおり指定する。  

 

 

  令和  ７年１１月２８日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 柏市文化・交流複合施設（柏市民交流センター及び柏市民ギャラ

リー）の管理を指定管理者に行わせたいので提案する。  
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１  指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称  

  柏市文化・交流複合施設（柏市民交流センター及び柏市民ギャ

ラリー）  

２  指定管理者となる団体  

  柏市文化・交流複合施設運営共同事業体  

  構成員  東京都目黒区東山一丁目５番４号  

ＫＤＸ中目黒ビル６階  

 （代表者）アクティオ株式会社  

       代表取締役   淡  野  文  孝  

  構成員  京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９

番地  

      オリックス・ファシリティーズ株式会社  

       代表取締役   稲  葉    康  

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  
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議案第９号資料  

   指定管理者の指定（柏市文化・交流複合施設（柏市民交    

   流センター及び柏市民ギャラリー））関係  

 

選定の経過  

 

１  募集要項配布期間     令和  ７年  ６月  ２日から  

  令和  ７年  ６月１３日まで  

２  申請書受付期間      令和  ７年  ７月２４日から  

  令和  ７年  ８月２２日まで  

３  選定委員会（書類審査）  令和  ７年１０月  ３日  

       （面接審査）  令和  ７年１０月  ３日  

４  選定の結果  

団体名 

書類審査及び面接

審査 

（８００点満点） 

結果 

柏市文化・交流複合施設運営

共同事業体 

５８８点 候補者として選定 

Ａ ５４８点  

５  指定管理料（指定の期間中の総額）  

  候補者の提案額  ３１０，８５８，０００円  

  （市の予定額   ３１１，０００，０００円）  

６  選定の結果の通知     令和  ７年１０月３０日  
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                       議案第１０号   

 

 

   指定管理者の指定について  

 

 

 老人福祉センターの管理を行わせる指定管理者を次のとおり指定

する。  

 

 

  令和  ７年１１月２８日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 柏寿荘，南部老人福祉センター及び沼南老人福祉センターの管理

を指定管理者に行わせたいので提案する。
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１  指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称  

 (1) 柏寿荘  

 (2) 南部老人福祉センター  

 (3) 沼南老人福祉センター  

２  指定管理者となる団体  

  柏市柏五丁目１１番８号  

  社会福祉法人柏市社会福祉協議会  

   理事長   中  川    博  

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで  
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議案第１０号資料  

   指定管理者の指定（老人福祉センター）関係  

 

選定の経過  

 

１  募集要項配付日      令和  ７年  ７月  ９日  

２  申請書受付期間      令和  ７年  ８月１５日から  

  令和  ７年  ８月２９日まで  

３  変更後の募集要項配付日  令和  ７年１０月１０日  

４  変更後の申請書受付期間  令和  ７年１０月１０日から  

  令和  ７年１０月１５日まで  

５  選定委員会（書類審査）  令和  ７年１０月１６日  

       （面接審査）  令和  ７年１０月１６日  

６  選定の結果  

団体名 

書類審査及び面接

審査 

（６００点満点） 

結果 

社会福祉法人柏市社会福祉協

議会 

４１３点 候補者として選定 

７  公募によらずに選定した理由  

  老人福祉センターについては，柏寿荘の改修工事が完了する時

期に合わせ，柏寿荘，南部老人福祉センター及び沼南老人福祉セ

ンターの３館を一括して，令和９年４月からその管理運営方法の

見直しを行うこととし，現在その検討を進めている。  

  この３館についてはいずれも指定管理者による管理を行ってお

り，その指定の期間は，令和８年３月３１日をもって満了する。  

  上記のとおり，見直し後の管理運営方法に基づく指定管理者に

よる管理は令和９年４月から開始することを予定しているため，

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間は，なお現在

の管理運営方法に基づく指定管理者による管理を継続する必要が

あるところ，その期間が１年間と短いことから，新規事業者の参

入を促すことが難しい状況にある。  

  そこで，平成１８年４月から３館を一体的に管理運営し，介護
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予防講座等の自主事業の実施等により，利用者サービスの向上に

貢献してきた社会福祉法人柏市社会福祉協議会に引き続き管理を

行わせることが，老人福祉センターの適切な管理運営に資するも

のと判断した。  

８  募集要項の変更に係る経緯  

  令和８年４月から令和９年３月までの間，柏寿荘の改修工事を

行う予定であることから，当初，この期間における老人福祉セン

ターの指定管理者による管理は，柏寿荘以外の２館を対象とし，

柏寿荘についてはこの期間は全館を休館とすることとして，指定

管理者の指定の手続を開始した。  

  一方，上記の指定管理者の指定の手続と並行して，柏寿荘の施

設のうち改修工事の対象とならない別館について，改修工事中で

あっても利用者の安全確保に係る対策を講じることで休館をせず

に利用に供することが可能かどうか継続して検討を行っていたと

ころ，利用に供することが可能であるとの判断に至ったことから，

指定管理者による管理の対象とする施設に柏寿荘（改修工事によ

り休館となる部分を除く。）を追加した上で，当該手続を進める

こととした。  

９  指定管理料（指定の期間中の総額）  

  候補者の提案額  ９１，４００，０００円  

  （市の予定額   ９１，４００，０００円）  

１０  選定の結果の通知     令和  ７年１０月２９日  
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                       議案第１１号   

 

 

   指定管理者の指定について  

 

 

 障害福祉サービス事業所の管理を行わせる指定管理者を次のとお

り指定する。  

 

 

  令和  ７年１１月２８日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 柏市立朋生園の管理を指定管理者に行わせたいので提案する。
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１  指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称  

  柏市立朋生園  

２  指定管理者となる団体  

  柏市高田１０３９番地４  

  社会福祉法人かたくり会  

   理事長   佐  野  公  子  

３  指定の期間  

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  
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議案第１１号資料  

   指定管理者の指定（障害福祉サービス事業所）関係  

 

選定の経過  

 

１  募集要項配布期間     令和  ７年  ７月  １日から  

  令和  ７年  ７月１８日まで  

２  申請書受付期間      令和  ７年  ８月１２日から  

  令和  ７年  ８月２６日まで  

３  選定委員会（書類審査）  令和  ７年１０月  ６日  

       （面接審査）  令和  ７年１０月  ６日  

４  選定の結果  

団体名 

書類審査及び面接

審査 

（６００点満点） 

結果 

社会福祉法人かたくり会 ３８６点 候補者として選定 

５  指定管理料（指定の期間中の総額）  

  候補者の提案額  ４１４，５００，０００円  

  （市の予定額   ４１４，５００，０００円）  

６  選定の結果の通知     令和  ７年１０月１７日  
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                       議案第１２号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 

 

 柏市駐輪場及び柏市レンタサイクルの管理を行わせる指定管理者

を次のとおり指定する。  

 

 

  令和  ７年１１月２８日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 柏駅東口第一駐輪場ほか１２駐輪場及び柏駅東口レンタサイクル

の管理を指定管理者に行わせたいので提案する。  
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１  指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称  

 (1) 柏駅東口第一駐輪場  

 (2) 柏駅東口第二駐輪場  

 (3) 柏駅東口第三駐輪場  

 (4) 柏駅東口第四駐輪場  

 (5) 柏駅東口第五駐輪場  

 (6) 柏駅東口第六駐輪場  

 (7) 柏駅西口第一駐輪場  

 (8) 柏駅西口第二駐輪場  

 (9) 柏駅西口第四駐輪場  

 (10) 柏駅西口第五駐輪場  

 (11) 柏駅西口第六駐輪場  

 (12) 柏駅西口第七駐輪場  

 (13) 柏駅西口第八駐輪場  

 (14) 柏駅東口レンタサイクル  

２  指定管理者となる団体  

  東京都足立区千住三丁目６６番地１６  

  芝園開発株式会社  

   代表取締役   宮  本    薫  

３  指定の期間  

  令和８年３月１日から令和１５年３月３１日まで  

４  指定管理者に行わせる業務の限定  

  令和８年３月１日から同月３１日までの間において指定管理者

に行わせる業務については，駐輪場の利用を開始しようとする日

が同年４月１日である駐輪場定期利用及びレンタサイクルの利用

を開始しようとする日が同月に属する日であるレンタサイクル１

月利用に係る利用時間の変更，利用の許可等，利用中止の届出，

許可の取消し等，利用料金の収受等，利用料金の減免，利用料金

の返還及び利用票の交付並びにこれらに関し必要な手続その他の

行為に限る。  
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議案第１２号資料  

   指 定 管 理 者 の 指 定 （ 柏 市 駐 輪 場 及 び 柏 市 レ ン タ サ イ ク 

ル）関係  

 

選定の経過  

 

１  募集要項配布期間     令和  ７年  ７月  １日から  

  令和  ７年  ８月２９日まで  

２  申請書受付期間      令和  ７年  ８月  １日から  

  令和  ７年  ８月２９日まで  

３  選定委員会（書類審査）  令和  ７年１０月２３日  

       （面接審査）  令和  ７年１０月２３日  

４  選定の結果  

団体名 

書類審査及び面接

審査 

（６００点満点） 

結果 

芝園開発株式会社 ３９９点 候補者として選定 

５  指定管理料（指定の期間中の総額）  

  候補者の提案額  ０円  

  （市の予定額   ０円）  

６  選定の結果の通知     令和  ７年１０月２９日  
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議案第１３号  

 

 

財産の取得について  

 

 

柏市立柏中学校ほか３校の給食用備品の整備のため，次のとおり

財産を取得する。  

 

 

令和  ７年１１月２８日提出  

 

 

柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

柏市立柏中学校ほか３校において使用する給食用備品を取得した

いので提案する。  
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１  取得する財産  

 柏市立柏中学校，柏市立柏第三中学校，柏市立土中学校及び柏

市立松葉中学校において使用する次に掲げる給食用備品  

 (1) 食器洗浄機  ４台  

 (2) 移動式受け台  ４台  

２  契約の方法  

制限付一般競争入札  

３  取得価格  

  ４６，２００，０００円  

４  契約の相手方  

  千葉市若葉区西都賀二丁目７番５号  

  株式会社関東三貴  

   代表取締役   石  井  勝  之  
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議案第１３号資料  

   財産（食器洗浄機）取得関係  

 

契約の経過  

 

件名  食器洗浄機  

 

１  公告        令和  ７年  ９月  ３日  

２  申請期間      令和  ７年  ９月  ４日から  

           令和  ７年  ９月１０日まで  

３  資格確認通知    令和  ７年  ９月１０日  

４  仕様書等閲覧期間  令和  ７年  ９月  ３日から  

           令和  ７年  ９月１８日まで  

５  開札        令和  ７年  ９月１９日  

６  入札の状況  

                       （単位  千円）  

入札  

入札業者名  
第１回  結果  

㈱関東三貴  ４２，０００  落札  

㈱中西製作所  ４２，５００   

㈱アイホー  ４２，８００   

日本調理機㈱  ４３，６７０   

新日本厨機㈱  ４５，０５０   

日本給食設備㈱  ４５，２００   

  契約金額は，入札金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額とする。  

７  仮契約       令和  ７年  ９月２５日  
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財産取得入札参加業者調書  

 

業者名 

調査事項 
㈱関東三貴 ㈱中西製作所 

代表者氏名 石 井 勝 之 中 西 一 真 

本店の所在地 

千葉市若葉区西都賀二丁

目７番５号 

 

大阪府大阪市生野区巽南

五丁目４番１４号 

 

売上高 ６９５，７６８千円 ３９，９３１，９９３千円 

会社設立 昭和４８年 ６月 昭和３３年 ８月 

資本金 １０，０００千円 １，４４５，６００千円 

主な実績 

食器洗浄機（酒井根東小

他１校）[柏市] 

（仮称）船橋市立塚田第

二小学校給食用厨房備品

[船橋市] 
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㈱アイホー 日本調理機㈱ 新日本厨機㈱ 

宮 﨑 眞 嗣 齋 藤 有 史 吉 村 二三夫 

愛知県豊川市白鳥町防入

６０番地 

 

東京都大田区東六郷三丁

目１５番８号 

 

東京都大田区蒲田本町一

丁目４番１号 

 

２３，１５９，７６７千円 １８，４４３，８１５千円 ４，２６２，７２０千円 

昭和２８年 ８月 昭和２２年 ７月 昭和４７年 ９月 

８３５，５１２千円 ７９９，５４９千円 ７０，０００千円 

中学校給食用備品（食器

洗浄機等）[松戸市] 

我孫子市立白山中学校給

食用備品（食器洗浄機）

[我孫子市] 

食器・食缶洗浄機（蒸気

式）[鴨川市] 
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業者名 

調査事項 
日本給食設備㈱ 

代表者氏名 鈴 木 雅 治 

本店の所在地 

東京都調布市国領町四丁

目９番地４九曜国領駅前

ビル３階 

売上高 １，１８６，０９７千円 

会社設立 昭和４０年 ３月 

資本金 ３０，０００千円 

主な実績 

令和７年度足柄台中学校

給食室食器洗浄機[神奈川

県南足柄市] 
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議案第１４号  

 

 

財産の取得について  

 

 

柏市立高田小学校の給食用備品の整備のため，次のとおり財産を

取得する。  

 

 

令和  ７年１１月２８日提出  

 

 

柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

柏市立高田小学校において使用する給食用備品を取得したいので

提案する。  
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１  取得する財産  

  次に掲げる給食用備品  

 (1) １槽シンク  ７台  

 (2) ２槽シンク  １台  

 (3) ３槽シンク  ５台  

 (4) 移動シンク  １１台  

 (5) 移動台  ４５台  

 (6) 作業台  ８台  

 (7) スタッキングカート  ７台  

 (8) 置型デジタル台はかり  ３台  

 (9) 卓上デジタルはかり  ２台  

 (10) 球根皮むき機  １台  

 (11) Ｌ型運搬車  ６台  

 (12) カッターミキサー  １台  

 (13) フードスライサー  １台  

 (14) オーブン  ２台  

 (15) システム調理台  １台  

 (16) 立体炊飯器  ４台  

 (17) 洗米機  ２台  

 (18) フライヤー  ２台  

 (19) 回転釜  ７台  

 (20) 和え物釜  ２台  

 (21) 真空冷却機  ２台  

 (22) 冷凍冷蔵庫  １台  

 (23) 冷蔵庫  １１台  

 (24) 冷凍庫  ２台  

 (25) 牛乳保冷庫  ２台  

 (26) 洗浄機  ２台  

 (27) 包丁・まな板殺菌庫  ４台  

 (28) 熱風消毒保管庫  １９台  

 (29) キャビネット  ７台  

 (30) シェルフ  ７台  

 (31) 給食用コンテナ  ４台  
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 (32) パン棚  ２台  

 (33) 缶切機  ２台  

 (34) クラス用ワゴン  ２３台  

 (35) オートサニテーション  ３台  

２  契約の方法  

制限付一般競争入札  

３  取得価格  

  ２２０，０００，０００円  

４  契約の相手方  

  千葉市若葉区西都賀二丁目７番５号  

  株式会社関東三貴  

   代表取締役   石  井  勝  之  
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議案第１４号資料  

   財産（柏市立高田小学校給食用備品）取得関係  

 

契約の経過  

 

件名  柏市立高田小学校給食用備品  

 

１  公告        令和  ７年  ９月  ３日  

２  申請期間      令和  ７年  ９月  ４日から  

           令和  ７年  ９月１７日まで  

３  資格確認通知    令和  ７年  ９月１７日  

４  仕様書等閲覧期間  令和  ７年  ９月  ３日から  

           令和  ７年  ９月２８日まで  

５  開札        令和  ７年  ９月２９日  

６  入札の状況  

                       （単位  千円）  

入札  

入札業者名  
第１回  結果  

㈱関東三貴  ２００，０００  落札  

㈱アイホー  ２０３，０００   

日本調理機㈱  ２０６，０００   

新日本厨機㈱  ２０６，３００   

日本給食設備㈱  ２１０，２００   

ホシザキ関東㈱  ２２１，１００   

㈱中西製作所  ２２３，０００   

  契約金額は，入札金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額とする。  

７  仮契約       令和  ７年１０月  ６日  
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財産取得入札参加業者調書  

 

業者名 

調査事項 
㈱関東三貴 ㈱アイホー 

代表者氏名 石 井 勝 之 宮 﨑 眞 嗣 

本店の所在地 

千葉市若葉区西都賀二丁

目７番５号 

 

愛知県豊川市白鳥町防入

６０番地 

 

売上高 ６９５，７６８千円 ２３，１５９，７６７千円 

会社設立 昭和４８年 ６月 昭和２８年 ８月 

資本金 １０，０００千円 ８３５，５１２千円 

主な実績 

柏市立柏の葉小学校給食

用備品[柏市] 

柏市立田中小学校給食用

備品[柏市] 
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日本調理機㈱ 新日本厨機㈱ 日本給食設備㈱ 

齋 藤 有 史 吉 村 二三夫 鈴 木 雅 治 

東京都大田区東六郷三丁

目１５番８号 

東京都大田区蒲田本町一

丁目４番１号 

東京都調布市国領町四丁

目９番地４九曜国領駅前

ビル３階 

１８，４４３，８１５千円 ４，２６２，７２０千円 １，１８６，０９７千円 

昭和２２年 ７月 昭和４７年 ９月 昭和４０年 ３月 

７９９，５４９千円 ７０，０００千円 ３０，０００千円 

小学校給食用備品（食器

洗浄機等）[松戸市] 

改修校分小学校給食備品

（ドライ式回転釜他）[船

橋市] 

桜小学校給食用ガス回転

釜等（改修校分）[東京都

世田谷区] 
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業者名 

調査事項 
ホシザキ関東㈱ ㈱中西製作所 

代表者氏名 木 下 秀 幸 中 西 一 真 

本店の所在地 

東京都文京区白山四丁目

３７番３３号 

 

大阪府大阪市生野区巽南

五丁目４番１４号 

 

売上高 １５，２８９，９６７千円 ３９，９３１，９９３千円 

会社設立 昭和５１年 ２月 昭和３３年 ８月 

資本金 １００，０００千円 １，４４５，６００千円 

主な実績 

南長崎第一保育園全面改

修に伴う厨房機器（業務

用冷凍冷蔵庫ほか）[東京

都豊島区] 

（仮称）船橋市立塚田第

二小学校給食用厨房備品

[船橋市] 
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                       議案第１５号   

 

 

   財産の取得について  

 

 

 柏市立小中学校の情報機器の整備のため，次のとおり財産を取得

する。  

 

 

  令和  ７年１１月２８日提出  

 

 

柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 ＧＩＧＡスクール用タブレット端末及びタブレットカバーを取得

したいので提案する。  
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１  取得する財産  

 (1) 柏市立小中学校情報機器（ＧＩＧＡスクール用タブレット端

末）（Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ）  ３３，９７０台  

 (2) タブレットカバー  ３３，９７０個  

２  契約の方法  

  随意契約  

３  取得価格  

  １，５７６，９６２，１３４円  

４  契約の相手方  

  東京都江東区東陽二丁目３番２５号  

  株式会社内田洋行  営業支援統括グループ  

   取締役常務執行役員  営業支援統括グループ統括  

  小  柳  諭  司  
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議案第１５号資料  

   財産（柏市立小中学校情報機器（ＧＩＧＡスクール用タ  

   ブレット端末））取得関係  

 

契約の経過  

 

件名  柏市立小中学校情報機器（ＧＩＧＡスクール用タブレット端

末）  

 

１  見積り合わせ     令和  ７年１１月  ４日  

２  見積り合わせの状況  

                        （単位  円）  

見積り  

指名業者名  
第１回  結果  

㈱内田洋行  １，４３３，６０１，９４０  決定  

  契約金額は，見積金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額とする。  

３  仮契約        令和  ７年１１月１１日  
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財産取得見積り合わせ参加業者調書  

 

業者名 

調査事項 
㈱内田洋行 

代表者氏名 大久保   昇 

本店の所在地 
東京都中央区新川二丁目

４番７号 

売上高 ３３７，０５５，０００千円 

会社設立 昭和１６年 ５月 

資本金 ５，０００，０００千円 

主な実績 

児童・生徒用タブレット

型情報端末等[東京都世田

谷区] 

 

42



議案第１６号

千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事

務の変更並びに千葉県市町村総合事務組合規約の一部を

改正する規約の制定に関する協議について  

 令和８年３月３１日をもって，三芳水道企業団，九十九里地域水

道企業団及び南房総広域水道企業団を千葉県市町村総合事務組合を

組織する地方公共団体から除くこと並びに職員採用試験の合同実施

に関する事務を千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務から

除くこと並びに千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規

約を次のとおり制定することについて，地方自治法第２８６条第１

項の規定により，関係地方公共団体と協議する。  

  令和 ７年１１月２８日提出

柏市長   太 田 和 美

提案理由

 三芳水道企業団，九十九里地域水道企業団及び南房総広域水道企

業団を千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体から除く

とともに，職員採用試験の合同実施に関する事務を千葉県市町村総

合事務組合の共同処理する事務から除きたいので提案する。  
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千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約

 千葉県市町村総合事務組合規約（昭和３０年千葉県告示第４９６

号）の一部を次のように改正する。  

第３条第１項第１４号を次のように改める。

(14) 削除

別 表 第 １ 中 「 鋸 南 町 三 芳 水 道 企 業 団 長 門 川 水 道 企 業 団 」 を

「鋸南町 長門川水道企業団」に，「印西地区消防組合  九十九里

地域水道企業団 夷隅郡市広域市町村圏事務組合」を「印西地区消

防組合 夷隅郡市広域市町村圏事務組合」に，「印西地区環境整備

事業組合 南房総広域水道企業団 千葉県後期高齢者医療広域連合」

を「印西地区環境整備事業組合 千葉県後期高齢者医療広域連合」

に改める。

別表第２第３条第１項第１号に掲げる事務の項中「鋸南町 三芳

水道企業団  長門川水道企業団」を「鋸南町 長門川水道企業団」

に，「印西地区消防組合  九十九里地域水道企業団  夷隅郡市広域

市町村圏事務組合」を「印西地区消防組合  夷隅郡市広域市町村圏

事務組合」に，「印西地区環境整備事業組合  南房総広域水道企業

団」を「印西地区環境整備事業組合」に，第３条第１項第３号に掲

げる事務の項中「鋸南町 三芳水道企業団  長門川水道企業団」を

「鋸南町 長門川水道企業団」に，「印西地区消防組合  九十九里

地域水道企業団 夷隅郡市広域市町村圏事務組合」を「印西地区消

防組合 夷隅郡市広域市町村圏事務組合」に，「印西地区環境整備

事業組合 南房総広域水道企業団 千葉県後期高齢者医療広域連合」

を「印西地区環境整備事業組合 千葉県後期高齢者医療広域連合」

に改める。

別表第２第３条第１項第１４号に掲げる事務の項を削る。

附  則  

この規約は，令和８年４月１日から施行する。
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議案第１６号資料

千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約につ

いて

千葉県市町村総合事務組合規約（昭和３０年千葉県告示第４９６号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(組合の共同処理する事務) (組合の共同処理する事務) 

第3条 組合の共同処理する事務は次の各号に掲

げる事務とし，組合は別表第2左欄に規定する

事務の区分に応じ，当該右欄に掲げる組織団体

の当該事務を共同処理する。 

第3条 組合の共同処理する事務は次の各号に掲

げる事務とし，組合は別表第2左欄に規定する

事務の区分に応じ，当該右欄に掲げる組織団体

の当該事務を共同処理する。 

(1)から(13)まで 略 (1)から(13)まで 略

(14) 職員採用試験の合同実施 (14) 削除

(15)及び(16) 略 (15)及び(16) 略

2 略 2 略 

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 

(千葉市から御宿町まで 略) 鋸南町 三芳水道企業団 

長門川水道企業団 (国保国吉病院組合から東総地区広域市

町村圏事務組合まで 略) 印西地区消防組合 九十九里地

域水道企業団 夷隅郡市広域市町村圏事務組合 (印旛郡市

広域市町村圏事務組合から山武郡市広域水道企業団まで 

略) 印西地区環境整備事業組合 南房総広域水道企業団 

千葉県後期高齢者医療広域連合 

(千葉市から御宿町まで 略) 鋸南町 長門川水道企業団

 (国保国吉病院組合から東総地区広域市町村圏事務組合ま

で 略) 印西地区消防組合 夷隅郡市広域市町村圏事務組

合 (印旛郡市広域市町村圏事務組合から山武郡市広域水道

企業団まで 略) 印西地区環境整備事業組合 千葉県後期

高齢者医療広域連合 

別表第2(第3条第1項関係) 

共同処理する

事務 

共同処理する団体 

第3条第1項第

1号に掲げる

事務 

(銚子市から御宿町まで 略) 鋸南町 

三芳水道企業団 長門川水道企業団 (国

保国吉病院組合から東総地区広域市町村

圏事務組合まで 略) 印西地区消防組合

九十九里地域水道企業団 夷隅郡市広

域市町村圏事務組合 (印旛郡市広域市町

村圏事務組合から山武郡市広域水道企業

団まで 略) 印西地区環境整備事業組合

南房総広域水道企業団 

第3条第1項第2号に掲げる事務 略 

第3条第1項第

3号に掲げる

事務 

(銚子市から御宿町まで 略) 鋸南町 

三芳水道企業団 長門川水道企業団 (国

保国吉病院組合から東総地区広域市町村

圏事務組合まで 略) 印西地区消防組合

九十九里地域水道企業団 夷隅郡市広

域市町村圏事務組合 (印旛郡市広域市町

村圏事務組合から山武郡市広域水道企業

団まで 略) 印西地区環境整備事業組合

 南房総広域水道企業団 千葉県後期高

齢者医療広域連合 

第3条第1項第4号に掲げる事務から第3条第1項第13号に掲

げる事務まで 略 

第3条第1項第

14号に掲げる

事務 

銚子市 市川市 船橋市 館山市 木更

津市 松戸市 野田市 茂原市 成田市

佐倉市 東金市 旭市 習志野市 柏

市 勝浦市 市原市 流山市 八千代市

我孫子市 鴨川市 鎌ケ谷市 君津市

富津市 浦安市 四街道市 袖ケ浦市

八街市 印西市 白井市 富里市 南

房総市 匝瑳市 香取市 山武市 いす 

別表第2(第3条第1項関係) 

共同処理する

事務 

共同処理する団体 

第3条第1項第

1号に掲げる

事務 

(銚子市から御宿町まで 略) 鋸南町 

長門川水道企業団 (国保国吉病院組合か

ら東総地区広域市町村圏事務組合まで 

略) 印西地区消防組合 夷隅郡市広域市

町村圏事務組合 (印旛郡市広域市町村圏

事務組合から山武郡市広域水道企業団ま

で 略) 印西地区環境整備事業組合 

第3条第1項第2号に掲げる事務 略 

第3条第1項第

3号に掲げる

事務 

(銚子市から御宿町まで 略) 鋸南町 

長門川水道企業団 (国保国吉病院組合か

ら東総地区広域市町村圏事務組合まで 

略) 印西地区消防組合 夷隅郡市広域市

町村圏事務組合 (印旛郡市広域市町村圏

事務組合から山武郡市広域水道企業団ま

で 略) 印西地区環境整備事業組合 千

葉県後期高齢者医療広域連合 

第3条第1項第4号に掲げる事務から第3条第1項第13号に掲

げる事務まで 略 
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み市 大網白里市 酒々井町 栄町 神

崎町 多古町 東庄町 九十九里町 芝

山町 横芝光町 一宮町 睦沢町 長生

村 白子町 長柄町 長南町 大多喜町

御宿町 鋸南町 

第3条第1項第15号に掲げる事務及び第3条第1項第16号に

掲げる事務 略 

第3条第1項第15号に掲げる事務及び第3条第1項第16号に

掲げる事務 略 
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